
２． 改正後の『 人材確保等促進税制』

改正後は、 国内設備投資要件を撤廃した上

で、 人材育成への投資特典としての教育訓練

費の上乗せはそのままに、 新卒・ 中途採用に

よる外部人材の獲得をメインとした『 人材確

保等促進税制』 へと生まれ変わります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https://www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

１． 従来の『 所得拡大促進税制』

中小企業者等が適

用できる『 所得拡大

促進税制』 は、 『 賃

上げ税制』 とは異な

り“ 賃上げ” の要件のみですが、 右上のよう

に2つあります。

これらの要件をすべて満たした場合の税額

控除は、 全体の賃上げ（ 増加額） がベースで

す。 また、 『 賃上げ税制』 と同様、 上乗せ措

置はありますが、 この場合の要件は『 賃上げ

税制』 と異なり、 教育訓練費の増加以外にも
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要件があります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

２． 改正後の『 所得拡大促進税制』

改正により簡素化され、 賃上げ要件として

求められる値は“ 全体” のみとされました。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

いずれの改正も、 令和3年4月1日以降開始

事業年度（ 個人（ 所得税） は令和4年分） か

ら適用開始となります。

 継続雇⽤者の賃上げ
要件

 全体の賃上げ要件

(※) 経済産業省HP「 令和3年度 経済産業関係 税制改正について」 https: //www. meti . go. j p/mai n/yosan/yosan_fy2021/pdf/zei sei . pdf
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事前確定給与について

岡山市より補助金のご紹介

① 損⾦として認められる役員への給与
   法⼈税法上、役員に対して⽀給する給与について損⾦として認められるのは、原則、次の3つの
  パターンとされています。
 ●定期同額給与 ●事前確定届出給与 ●業績連動給与
   これらのうち、役員に対して賞与を⽀給し、これを損⾦としたいと考えたときに利⽤できるのは、
  事前確定届出給与です。

② 利⽤時の留意点
  事前確定届出給与を利⽤するときに特に留意しておきたい点は、次の2点です。
 1.期限内に提出すること
   届出書は、原則、次の①と②のうちいずれか早い日までに提出する必要があります。
  ① 株主総会等の決議により給与の定めをした場合におけるその決議日（その決議日が職務執⾏開始
   日後である場合にはその開始日）から1ヶ月を経過する日
  ② その会計期間開始の日から 4 ヶ月（確定申告書の提出期限の延⻑特例の指定法⼈は別途定めあり）
   を経過する日
 2.記載したとおりに⽀給すること
   届出書に記載したとおりに⽀給をしないと損⾦としては認めてもらえません。たとえば100万円を
  ⽀給すると記載があるのに、50 万円しか⽀給しなければ、⽀給した50万円は全額損⾦不算⼊となり
  ます。なお、3つのパターンに基づく⽀給であっても、それが不相当に⾼額な部分の⾦額と認められ
  ると、損⾦とは認めてもらえません。事前確定届出給与を利⽤する場合には、事前に当事務所へご相
  談ください。

補助率

岡⼭市省エネ機器更新緊急⽀援補助⾦（第３弾）

対象設備

・⽣産設備やサービス等を提供するために必要な事業⽤の省エ
ネ設備・機器（更新に限定）
・更新前と⽐較して、１台（LED照明設備の場合は⼀式）ごと
に「５％以上」の省エネルギー効果が⾒込まれる設備・機器が
対象（設備・機器メーカーまたは、納⼊業者による証明が必
要）
・設備・機器１台ごとの本体価格（但し、LED照明設備の場合
は本体価格及び設置工事費⼀式）について法⼈の場合は税抜
22.5万円以上、個⼈事業主の場合は税抜15万円以上
・例として、工作機械、⾼性能ボイラ、LED照明設備、空調機
器（エアコン）、厨房機器､冷凍・冷蔵庫、
重機、フォークリフト等

             2/3

受付期間

1/2

補助対象者

 岡⼭市中⼩企業⽀援事業補助⾦＜通常枠＞

岡山市内に事業所を有するもの（第１弾、第２弾の交付を受け
た事業者を除く）等

本店登記が岡山市内にある中小企業者又は小規模企業者（個⼈
にあっては本市内に住⺠登録を⾏っていること）であって、補
助対象事業を本市内で⾏うこと）等

補助額
      法⼈︓上限200万円、下限15万円
   個⼈事業主︓上限50万円、下限10万円

         補助限度額︓300万円

・機械設備・システム（専ら補助事業のために使⽤される機
械・装置・システム等）の購⼊に要する経費
・設備の新設・更新いずれも対象

【補助対象から除くもの】
・他の業務に使⽤できる汎⽤性の⾼い設備等の導⼊経費（パソ
コン・プリンタ・エアコン・デジタル複合機・カメラ・表計算
ソフトなど）・設備等のリース、レンタル料・中古品の設備等
導⼊に要する経費・⾃動⾞等⾞輛、重機・農林漁業⽤機械設
備、システム・原材料費、消耗品類に要する経費・⼀⽅的な情
報発信のためのホームページ作成、改修経費

     令和6年5月7日（⽕）〜５月20日(月)
※石井会計へ申請手続きをご依頼の場合、5月13日（月）まで
にお申し付けください。

      令和6年5月7日（⽕）〜6月28日(⾦)
※石井会計へ申請手続きをご依頼の場合、6月中旬までにお申
し付けください。


